
資産有償譲渡申請書

2025年　月　日

国立研究開発法人産業技術総合研究所
　理事長　　石村　和彦　殿

住　所　
名　称　
代表者　

　資産の有償譲渡を受けたいので、以下に記載の譲渡条件を了承の上、下記のとおり申請します。

記

１．譲渡を希望する資産の名称等
	掲載番号
	資産名称
	規格

	
	
	


※資産1件のみ記載してください

２．譲渡希望額（※別途見積書の提出が必要です）
　　金　　　円（うち消費税及び地方消費税相当額金　円）

３．譲渡を希望する資産の使用目的および使用計画
　　別紙使用計画書のとおり

譲渡条件
1 譲渡資産の引渡しに要する費用は、譲受人の負担とする。
2 [bookmark: _Hlk214543577]譲受人は、譲渡人が別に示す譲渡制限の対象者ではないことを確約する。
3 譲渡資産の所有権は、譲受人が譲渡料を全額納付したときに譲渡人から譲受人に移転する。
4 [bookmark: _Hlk215731737]譲渡料の納付期限は請求書発行日から３０日とする。なお、納付に要する費用は譲受人の負担とする。
5 [bookmark: _Hlk214363505][bookmark: _Hlk215731744]譲渡人は、納付期限までに譲渡料の納付がなかったとき、及び譲受人が本書に定める譲渡条件に違反したときは、催告することなく直ちに、譲渡承認を解除することができる。
6 [bookmark: _Hlk214369223]譲渡資産の引渡しは譲渡料の納付後に双方立会のもと行うものとし、譲渡資産の引渡しを証するため、譲受人は受領書を提出しなければならない。
7 資産の譲渡承認後、譲渡資産が滅失又は毀損した場合の損失は、譲受人の負担とする。
8 [bookmark: _Hlk214358406][bookmark: _Hlk214363404][bookmark: _Hlk214366191]譲渡資産は現状有姿で引き渡すものとし、その種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合であっても譲渡人は一切の責任を負わないものとする。
9 譲渡に関して本書に定めのない事項が生じたときは、協議のうえ解決するものとする。
